
2014年 7月 3日（木）配信在クリチバ日本国総領事館メールマガジン 379号 

 

 

当地ガゼッタ・ド・ポーヴォ紙は，クリチバ市セントロ地区において家宅侵入殺人事

件が発生した旨報じているところ，概要を以下のとおり，お知らせ致します。 

 

 ６月３０日（月）午前７時２０分頃，クリチバ市セントロ地区セッチ・デ・セッテ

ンブロ通り(Av.Sete de Setembro)とパス通り(Rua da Paz)の交差点付近に所在するア

パートにおいて，ブラジル人男性(４４歳)が居住する２階の部屋に拳銃を所持した男

２名が侵入し，同男性を射殺後，逃走した。 

 なお，同アパートには管理人が常駐していたが，犯人らは管理人を拳銃で脅し，ア

パート敷地内に侵入した。  

 

 ＜当館からのお願い＞ 

・今回の事件は平日朝の人目につきやすい時間帯で発生しています。管理人が常駐し

ているからと過信せず，自宅内であっても不審者には十分注意して下さい。 

・万が一このような事件の被害に遭われた場合は，速やかに軍警察（Policia Militar、

電話番号１９０）に一報するとともに，被害届を最寄りの文民警察（Policia Civil、

電話番号１９７）に提出することが事件発生現場の巡回強化や捜査等にも繋がるため，

非常に大切であるとのことです。 

・被害拡大防止のため，在留邦人等の皆様と（個人情報をふせた上で）情報を共有す

るためにも，当館（担当：警備班・領事班）へご連絡いただければ幸いです。 


